
 

甲州市生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付要綱 

平成１７年１１月１日 

告示第  ２５  号 

改正 平成３０年７月１日告示第１０５号 

平成３１年３月２７日告示第４６号 

令和４年３月２９日告示第５９号 

（目的） 

第１条 市民による生ごみの自家処理を推進し、もってごみの減量化及び堆肥化に

よる資源の有効利用を図るとともに、衛生的な環境づくりを推進するため、一般

家庭等から排出される生ごみを処理する処理容器及び処理機の購入者に対し予

算の範囲内で生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その補助金の額及び交付の方法については、この要綱の定

めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 生ごみ処理容器 生ごみを発酵分解させる目的で製造された容器 

(２) 生ごみ処理機 生ごみを機械的に乾燥又は発酵させる目的で製造された

機器 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、生ごみ処理容器及び処理機（以

下「生ごみ処理容器等」という。）を購入した者であって、次に掲げる要件を備え

ているものでなければならない。 

(１) 市内に住所を有すること。 

(２) 生ごみ処理容器等を自らの世帯で使用するために購入し、常に良好に維持

管理できる者であること。 

(３) 市税を滞納していないこと。（同一世帯内の者を含む。） 

(４) その他市長が特に必要と認めた者であること。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、生ごみ処理容器等１基当りの購入金額に３分の２を乗じて

得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、



 

生ごみ処理容器については、７，０００円を、生ごみ処理機については、３万円

を限度とする。 

２ 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器は、１世帯につき２基までとし、生

ごみ処理機にあっては１世帯につき１基までとする。ただし、この要綱により補

助金の交付を受けた生ごみ処理容器等が、当該補助金の交付決定を受けた時から

生ごみ処理容器にあっては３年、生ごみ処理機にあっては５年を経過し、かつ、

使用に耐えなくなった場合に代替で購入する生ごみ処理容器等については、補助

金の交付の対象とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金

の交付の対象となる生ごみ処理容器等を購入した日の属する年度の末日までに

生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 生ごみ処理容器等を購入したことを証する領収書 

(２) 生ごみ処理機にあっては、購入業者名が記入されている保証書の写し 

(３) 生ごみ処理容器等を設置したことがわかる写真 

 

（交付の決定） 

第６条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めた場合は、生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付決定通知書（第２号

様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（交付の取消し等） 

第７条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りの申請その他不正の手段により補

助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金の全部

又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３０年度以前の年

度分の甲州市生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

 （施行期日） 

1 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

2  この要綱の施行の日までに交付申請のあった補助金については、なお従前の例に

よる。



 

第 1 号様式（第 5 条関係） 

  年  月  日 

 

（宛先）甲州市長 

 

申請者 

住  所  

氏  名            

電  話 

 

生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付申請書 

 

甲州市生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付要綱に基づき、次のとおり補助金を

交付されたく申請します。なお、購入費補助金交付審査のため、私の世帯の住民登録資料、

税務資料を照会及び閲覧することを承諾します。 

種類 

（どちらかを〇で囲む） 
品名 

購入金額 

    （税込） 

申請額 

（1,000 円未満切り捨て） 

生ごみ処理容器 

生ごみ処理機 

 

円 円 

 

※ この申請書に、購入した生ごみ処理容器等の領収書と設置後の写真を添付すること。

ただし、生ごみ処理機を購入した場合には、製品の保証書の写しも添付すること。 

※ 申請額は、購入金額の 3分の 2の額とし、生ごみ処理容器については 7,000円を、生

ごみ処理機については 30,000円を限度とする。 

※ 申請額に 1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。 

※ 補助対象の基数は、生ごみ処理容器は 1世帯につき 2基まで、生ごみ処理機は 1世帯

につき 1基とする。 

 

■補助金振込先 

金融機関名 支店名 区分 口座番号 
口座名義人 

（申請者と同一のこと） 

  普通 

当座 

 カ タ カ ナ 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

 

第     号 

  年  月  日 

 

            様 

 

甲州市長     □印  

 

甲州市生ごみ処理容器及び処理機購入費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付で申請のあった生ごみ処理容器及び処理機購入費に対する補

助金について、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補助金の額      金              円 

 

 

 


